
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学長解任規程 

 

平成１６年１０月１日 

規 程 第   ３   号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。

第３条において「法人法」という。）及び国立大学法人奈良先端科学

技術大学院大学基本規則（平成１６年基本規則第１号）第９条第２

項の規定に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学長（以

下「学長」という。）の解任の申出に関し必要な事項を定める。 

 

（学長解任の決定機関） 

第２条 学長の解任の決定は、学長選考・監察会議が行う。 

 

（学長解任の要件） 

第３条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当す

るときに、学長の解任を決定することができる。 

（１）心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反があるとき。 

（３）職務の執行が適当でないため、国立大学法人奈良先端科学技術

大学院大学の業務の実績が悪化した場合又は監事が学長の不正の

行為若しくはそのおそれ、又は法人法その他法令に違反する事実

若しくは著しく不当な事実があると認め、学長選考・監察会議に

報告した場合であって、学長に引き続き当該職務を行わせること

が適当でないと認めるとき。 

 

（学長解任の方法） 

第４条 学長の解任にあたっては、解任の発議又は請求（以下「発議

等」という。）、学長選考・監察会議の審査及び学内意向聴取により

行う。 

 

（学長解任の発議等） 

第５条 学長選考・監察会議は、次に掲げる学長の解任の発議等に基

づき、審議する。 

（１）学長選考・監察会議委員の発議 

（２）投票資格者の請求 

２ 前項第２号の請求は、投票資格者の３分の１以上の同意を必要と

する。 

３ 第１項の審議は、発議等があった後、１箇月以内に行う。 



４ 発議等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（学内意向聴取） 

第６条 学長選考・監察会議は、前条の審議の結果、当該発議等の理

由について正当性があると判断したとき、その旨を学長及び発議等

を行った者に報告するとともに、学内意向聴取の実施について別に

定める公示を行う。 

２ 学内意向聴取は、学長の解任について可否を問う無記名投票（以

下「投票」という。）により行う。 

３ 学長選考・監察会議は、前条の審議の結果、当該発議等の理由に

ついて正当性がないと判断したとき、その旨を学長及び発議等を行

った者に報告する。 

 

（解任の決定等） 

第７条 学長選考・監察会議は、学内意向聴取の結果を参考に、学長

の解任の可否を決定する。 

２ 学長選考・監察会議は、解任の審議結果について、学長に報告す

るとともに、別に定める事項を公示する。 

３ 学長選考・監察会議は、学長の解任を決定したとき、文部科学大

臣に申し出る。 

 

（投票実施委員会） 

第８条 学長選考・監察会議は、投票を実施するため、投票実施委員

会を置く。 

２ 投票実施委員会は、学長選考・監察会議によって選出された委員

５人をもって組織する。 

３ 投票実施委員会に委員長を置き、学長選考・監察会議が指名する。 

４ 委員長は、投票実施委員会を主宰する。 

５ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が

委員長の職務を代行する。 

 

（投票の公示） 

第９条 投票実施委員会は、投票の実施について、別に定める事項を

公示する。 

 

（投票資格者） 

第１０条 投票資格者は、前条の規定による公示の日に在職する者で、

次に掲げるものとする。ただし、休職中又は停職中の者及び投票の

日までに離職した者は、資格を有しない。 

（１）学長 



（２）理事（非常勤を除く。） 

（３）教授（国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則

（平成１６年規則第２号）の適用を受ける本学に常時勤務する者

に限る。） 

（４）事務局長 

（５）事務局の部長、次長及び課長 

 

（代理投票） 

第１１条 代理投票は、行うことができない。 

 

（開票及び結果の報告） 

第１２条 投票実施委員会は、投票の終了後、開票を行い、速やかに

その結果を学長選考・監察会議に報告するとともに、学内に公表す

る。 

 

（その他） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、学長の解任に関し必要な事

項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


